
平
成
二
十
四
年
総
務
省
令
第
七
十
九
号

郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
小

包
郵
便
物
に
相
当
す
る
も
の
等
を
定
め
る
省
令

郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第

三
号
及
び
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
百
二
号
）
附
則
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
小
包
郵
便
物
に
相
当
す
る
も
の
等
を
定
め
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
小
包

郵
便
物
に
相
当
す
る
も
の
）

第
一
条
　
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
小
包
郵
便
物
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

信
書
（
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
を
い
う
。
）
以
外
の

物
（
そ
の
物
に
添
付
す
る
無
封
の
添
え
状
又
は
送
り
状
を
含
む
。
）
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
郵
便
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
郵
便
法
施
行
規
則

（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
第
二
条
に
定
め
る
大
き
さ
及
び
重
量
の
最
大
限
及
び
最
小
限
の
制
限
の
範
囲

内
の
も
の
と
す
る
。

（
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
附
則
第

二
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
郵
便
保
険
会
社
の
事
務
の
代
行
）

第
二
条
　
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
百
二
号
）
附
則
第
二
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
郵
便
保
険
会
社
の
事
務
の
代

行
は
、
郵
便
保
険
会
社
が
引
受
け
を
行
う
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
の
受
入
れ
、
保
険
金
及
び
年
金
の
支

払
、
貸
付
金
の
支
払
及
び
弁
済
並
び
に
契
約
者
配
当
金
の
支
払
に
関
す
る
事
務
の
代
行
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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